
子ども・子育て支援対策調査 

特別委員会情報連絡 

令和５年３月１５日 

情報連絡事項 頁 

１ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため学童保育室を臨時休室等した場合 

の保護者負担金減額免除の廃止について・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

（地域のちから推進部）



子ども・子育て支援対策調査特別委員会情報連絡資料 

令和５年３月１５日 

件   名 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため学童保育室を臨時休室等した場

合の保護者負担金減額免除の廃止について 

所管部課名 地域のちから推進部 住区推進課 

内   容 

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、学童保育室において

臨時休室等を行った場合の保護者負担金の減額及び全額免除を廃止する。 

 

１ 廃止の理由 

国の要請により保育所等が感染拡大防止のため臨時休室等した場合は、

日割計算による減額を行う対応に合わせ、学童保育室保護者負担金の減額

免除を令和２年度から開始した。 

今回、保育所等において利用者負担額の減免措置を廃止することとなっ

たため、同様に学童保育室における保護者負担金の減額免除についても廃

止する。 

 

２ 廃止時期 

 令和５年３月３１日（金） 

 

３ 廃止に伴う周知 

（１）運営事業者（住区センター、運営事業者等）及び学童保育室職員 

令和５年３月中旬に通知文により周知する。 

（２）保護者 

令和５年度の新規入室者に対し４月初旬に通知文を配布するほか、 

学童保育室メールを配信して周知する。 

 

４ 新型コロナウイルス拡大防止のための減額免除実績額（参考） 

年度 延べ件数 減額免除実績額 主な理由 

令和３年度 ３６,３５３件 ６８,３７７千円 
緊急事態宣言等に伴う

家庭保育の要請 

令和４年度 ９９２件 ８４３千円 
クラスター発生による

臨時休室（１７施設） 

合 計 ３７,３４５件 ６９,２２０千円 － 

※ 令和４年度は、４月～１１月までの８か月分を集計 

問 題 点 

今後の方針 

令和５年３月末の廃止に向け、運営事業者及び保護者に対し確実に周知

し、円滑に業務を進めていく。 
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